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行 財 政 改 革 実 施 計 画 の 実 現 に 向 け て

＊ この実施計画は、平成１２年５月に決定した「行財政改革大綱」で示した「簡素で効率的な行財政

システムの構築」と「市民参加の推進と行政の公正・透明性の向上」の実現を図るため、当面５か年

（平成１２年度から平成１６年度まで）の具体的な取組内容と実施時期を取りまとめたものです。

＊ 実施計画の実行にあたっては、各見直し項目の実施年度内達成に向けて、所管部課等はもちろん、

庁内の緊密な連携を図りながら全庁一体となって最大の努力を行うとともに、関係機関及び関係団体

と協議を行い、また市民の理解と協力を得ながら着実で円滑な推進を図ります。

＊ 実施計画の項目のうち、職員の勤務条件等に係る事項については職員団体と協議を行い、その実現

を図っていきます。

＊ 実施計画については、行財政改革市民懇談会の意見を聞いて進捗状況の年度総括を行い、その結果

を公表することにより進行管理を図っていきます。また、次年度以降についても常に見直しをすすめ

、必要な場合は実施年度の繰り上げなど、より効果的な進捗を図ります。

＊ 平成１４年に１４項目、平成１５年に９項目の取組項目を追加（網かけ項目）

◎実施計画（年度）の記載説明

『実施』 すでに実施した項目

単年度で実施する項目

『実施→→』 実施項目が２つ以上で年度を越えて実施する項目

実施するにあたり複数年を必要とする項目（継続実施）

『一部実施→→実施』 職員配置及び民間活力の活用の項目で、順次、年次的に取り組む項目

『推進→→』 不断に取り組むべき項目

『調査研究→→』 計画期間中は調査研究にとどまる項目



取り組むべき具体的項目

Ⅰ．簡素で効率的な行財政システムの構築

１．行政運営・執行体制の見直し

組織・機構の見直し

実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

社会情勢の変化に対応した組織の再編 総務部
地方分権への対応、少子・高齢化、生涯

学習などの新たな行政課題や多様化する市 実施
民ニーズに対応するため、部課の再編を行 継続して検討
う。その際、市民に分かりやすい名称に改
める。

組織・機構の簡素化 総務部
企画・立案、管理、実施・実行部門等の

明確化や係制の廃止、担当制の導入等の統 実施 継続して検討
廃合により、組織・機構の簡素・効率化を
図る。

審議会等の統廃合 総務部
それぞれの審議会等の設置目的、開催状 実施 → → → (審議会等所管部)

況等を調査し、その必要性を再検討して統
廃合を推進する。

政策形成・決定機関のあり方 企画財政部
課題への迅速、機動的な対応が求められ

ていることから、政策決定や意思決定をよ 実施 継続して検討
り迅速化するために、庁議のあり方を見直
す。

プロジェクトチームの活用 企画財政部
複数の部局に係わる重要な課題について 実施 → → → 総務部

の横断的調整を行うプロジェクトチームの
活用・推進を図る。

決裁権限の見直し 総務部
事務事業の迅速な処理を図るため、専決

の範囲や専決事項について見直し、権限の 実施 継続して検討
下位委譲を推進するとともに、合議システ
ムについても見直す。

職員の定員管理

定員適正化計画等の策定 総務部
事務事業の見直し、組織の簡素効率化、

民間活力の活用、ＯＡ化の推進等により、
平成１７年４月１日の職員数（再任用職員 実施
を除く。）を２，０５０人以内とする、職
員採用計画を含んだ定員適正化計画を策定
する。

１



実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

多様な雇用形態の導入 総務部
業務や勤務形態の多様化に伴い、今後導

入を予定している定年退職職員の再任用制 実施 →
度や非常勤職員及び臨時職員の活用を推進
するとともに、非常勤職員等のあり方につ
いて検討し、明確化を図る。

職員配置基準等の見直し
次の施設の職員配置については、今後の

業務運営のあり方等を踏まえ、多様な雇用
形態の導入や配置基準等の見直しを進める

保育所 一部 保健福祉部
保育士等の職員配置体制の見直し 実施 → → 実施

幼稚園 一部 学校教育部
教員の配置体制の見直し 実施 → → 実施

留守家庭児童会 一部 社会教育部
児童指導員の配置体制の見直し 実施

窓口業務（手数料徴収）の職員配置の 市民生活部
見直し 実施

市民課の手数料徴収業務の職員配置を見
直し、多様な雇用形態の導入を図る。

人事給与制度

早期希望退職特例措置の導入 総務部
今後の定年退職者の増加を踏まえ、組織

の活性化と職員の新陳代謝及び退職者の平 実施
準化を図るため、期限を定めた早期希望退
職特例措置を導入する。

出退勤管理システムの導入 総務部
出退勤管理システムを導入し、服務規律 実施

の徹底を図るとともに、勤務時間の適正化
に努める。

昇任昇格試験制度の充実 総務部
すでに実施している課長・係長候補者試 実施 導入後５年を目処

験について、制度の充実を図る。 に見直しを検討

職員勤務状況調査の充実 総務部
職員評価者研修の一層の充実に努め、職 実施 → → →

員の勤務状況調査の対象範囲の拡大を検討
し、段階的に実施する。

特定職と管理職総数の抑制 総務部
特定職の明確化等職員の能力を最大限に 推進 → → → →

発揮できる人事配置に努めるとともに、引
き続き管理職総数の抑制に努める。

２



実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

女性職員の職場環境の整備 総務部
男女雇用機会均等法等に基づき、職場に

おけるセクシャル・ハラスメント防止の指 実施 → → → →
針を策定し、相談・苦情への対応等、働き
やすい職場づくりに努める。

専門職の高齢対策 総務部
職員の高齢化により職場の活性化が失わ 実施

れつつある現状から、一部専門職の活用指
針を策定する。

高齢職員の昇給制度の見直し 総務部
職員構成等の実態を踏まえ、高齢職員の 実施

昇給制度を見直す。
（５６才昇給延伸、５８才昇給停止）

特殊勤務手当等の見直し 総務部
特殊勤務手当や通勤手当等について、必 実施 →

要性や支給基準を再検討し適正化を図る。

管理職手当と時間外勤務手当併給の見直し 総務部
一部管理職が時間外勤務をした場合、管 実施

理職手当を超えた分を時間外勤務手当とし
て支給している併給制度を見直す。

時間外勤務手当の抑制 総務部
ノー残業デーの徹底や縮減キャンペーン 推進 → → → → （全部局）

週間の実施等により、引き続き時間外勤務
手当の抑制に努める。

給与水準の適正化 総務部
本市の厳しい財政状況等に鑑み、職員の 実施 →

給与水準について適正化を図る。

希望降任制度の導入 総務部
課長以上の管理職を対象に本人の希望に 実施

もとづき降任人事を行う制度を実施する。

職員の意識改革と能力の向上

人材育成基本方針の策定 総務部
地方分権を担う職員を育成するため、総 実施

合的な人材育成の基本的な方針を策定する
。

職員提案制度の充実 総務部
政策形成から事務改善に至るまで、多種 実施 → → → →

多様な提案ができるよう、制度の充実に努
める。

３



実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

職員への政策情報の提供 企画財政部
新たな業務への取組や国・府の制度改正 実施

等、市政の施策について職員の認識を高め
るため、政策情報の提供を行う。

政策談話室の設置 企画財政部
職員自らが本市の課題や解決方法につい 実施

て議論し、その方策を提案できる場を設置
する。

職員研修の充実
職員の政策形成能力、法務能力の向上及

び意識改革を図るため、職員研修の充実に
努める。

派遣研修 総務部
自治大学等専門研修、他団体等への派 実施 → → → →

遣研修の充実に努める。

職員研修 総務部
グループ研修等の参加型研修や管理監 実施 → → → →

督者及び職場研修の充実に努めるととも
に職員の自己研修への支援の充実を図る

役所ことばの見直し 総務部
職員の意識改革を図りながら、市民に親 実施

しまれる市役所を目指し、行政用語、表現
の見直しを行う。

事務事業の見直し
① 事務事業の見直し

個人給付的事業の見直し

市税前納報奨金 企画財政部
現在２分割されている前納納期を一元 実施

化するとともに、上限額等の見直しを行
う。

公共下水道受益者負担金一括納付報奨金 まち建設部
金利情勢が低下していることから一括 実施

納付報奨率の見直しを行う。

生活保護世帯、施設入所者への給付金 保健福祉部
夏期・歳末一時金、見舞金など市単独

で実施及び上乗せしているものについて 実施
見直しを行う。

・長期入院入所見舞金
・夏期・歳末一時金

４



実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

特定疾患者（難病患者）見舞金 保健福祉部
府の助成制度見直しにより代替施策等

が実施されていることから、市単独で実 実施
施している見舞金について、見直しを行
う。

敬 老 金 保健福祉部
７５歳以上全員に支給されている敬老 実施

金について、現行のあり方について見直
しを行う。

寝たきり老人見舞金・品 保健福祉部
介護保険制度との整合性を踏まえて見 実施

直しを行う。

あかつき園・ひばり園保護者負担金助成 保健福祉部
国の障害者施策の改革にあわせて、他

の児童福祉施設（保育所等）と同様の観 実施
点からの助成となるように、見直しを行
う。

心身障害者福祉金等
心身障害者福祉金等の見直しを行い、

障害者長期計画に基づく事業を推進する
財源として活用を図る。

心身障害者福祉金 実施 保健福祉部

身体障害者補装具給付金 実施 保健福祉部

広報ねやがわの見直し 企画財政部
紙面構成等を工夫し掲載情報を充実する 水道局

もとで、カラー紙面を二色刷りに見直す。 実施 議会事務局
あわせて、水道局の広報及び議会だより

についても二色刷りに見直す。

国際交流事業のあり方 人・ふれあい部
友好・姉妹都市との交流の以外に、地域

社会の国際化に対応した身近な国際交流の 実施 → → →
展開や、国際交流協会を中心とした事業の
推進に努める。

審議会等委員の行政視察の見直し 企画財政部
現在、隔年実施している審議会等委員の 実施 (審議会等所管部)

行政視察を、必要な都度の実施に見直す。

職員旅費条例（日当）の見直し 総務部
交通機関の利便性の向上等に伴い、日帰 実施

り出張の日当を見直す。

５



実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

公用車管理の見直し 総務部
公用車の効率的運用を図るため、各部課 実施

への配置を見直し、管理を一元化（集中管
理）する。

会議運営指針の作成 総務部
効率的で円滑な会議の運営を図るための 実施

指針づくりを行う。

交通災害共済・火災共済事業の見直し 市民生活部
民間保険の普及等で加入率が低下してお 実施

り又重複する事務が多い両共済事業を一元
化する。

国保料の口座振替済通知書送付 市民生活部
振替済通知書の送付を廃止し、年１回の 実施

国民健康保険料納付確認通知書の送付に替
える。

ごみ収集と環境保全業務の見直し 環境部
臨時ごみ等の収集業務と不法投棄や町内 実施

清掃等の環境保全業務に係る収集業務を一
元化する。

ごみ収集業務の効率化 環境部
ごみ収集コースを、コミュニティセンタ 実施

ーエリアごと３ブロックに再編し、収集区
域の明確化と収集業務の効率化を図る。

在宅老人福祉施策
在宅老人福祉施策の財源として活用する

ため、次の事業の見直しを行う。

敬老のつどい、記念品 保健福祉部
敬老のつどい補助金と敬老記念品を廃 実施

止する。

鍼・灸マッサージ施術費助成の見直し 保健福祉部
保健福祉公社が市の補助事業として実 実施

施している鍼灸マッサージ施術費助成を
廃止する。

水質検査の統合 環境部
水質汚濁防止法と下水道法に基づく規制 実施

業務の水質検査等について業務を一元化す
る。

水道事業工事用材料支給の見直し 水道局
公共下水道事業の受託工事が減少してい 実施

くことから、工事用材料支給制度を見直す
。

６



実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

交際費の見直し 市長室
交際費の見直しを図り、適正な執行と抑 実施 議会事務局

制に努める。 学校教育部

永年勤続表彰の廃止 総務部
市職員の30年勤続者に対する表彰制度を 実施

廃止する。

クリーンセンター第２事業所 環境部
第２事業所の設置目的に適合しないごみ 実施

の搬入の規制を引き続き検討する。

高校生奨学資金制度の見直し 学校教育部
高校生奨学資金の給付及び貸付制度につ 実施

いて見直しを行う。

留守家庭児童会の運営の見直し 社会教育部
学校週５日制の実施に伴い、休会日、開 実施

設時間等運営の見直しを行う。

中央図書館太間分室の見直し 社会教育部
施設の老朽化に伴い、太間分室のあり方 実施

を検討する。

② 民間活力の活用等

戸籍事務の効率化 市民生活部
プライバシーの保護に十分配慮するもと 実施

で、戸籍事務のうちタイプ及びパソコン入
力業務を委託する。

薬剤散布業務の効率化 環境部
公共下水道事業の普及拡大や伝染病予防 実施

法の廃止に伴い、公共水路等の薬剤散布業
務を委託する。

クリーンセンター機械炉運転管理業務の効 環境部
率化 一部

現在、職員が４班３交替勤務で操業して 実施 → → 実施
いる機械炉運転管理業務については、順次
委託化を図る。

緑風園し尿処理施設運転管理業務の効率化 環境部
現在、職員で操業しているし尿処理施設 一部

運転管理業務については、順次委託化を図 実施 → → → → 実施
る。

療育自立センターマイクロバスの効率化 一部 保健福祉部
療育自立センターの送迎用自動車運転業 実施 → → → 実施

務の順次委託化を図る。

７



実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

道路の維持管理業務の効率化 一部 まち建設部
道路の維持管理業務については、順次委 実施 実施

託化を進める。

公園の維持管理業務の効率化 一部 まち建設部
公園の維持管理業務については、順次委 実施 実施

託化を進める。

下水道維持管理業務の効率化 まち建設部
公共下水道事業の普及拡大に伴い、下水 一部

道施設の維持管理業務については、順次委 実施 → → 実施
託化を進める。

学校給食調理業務の効率化 学校教育部
単独校調理方式を基本に、今後の業務運 一部

営のあり方等を踏まえ、多様な雇用形態の 実施 → → 実施
導入を含めた効率化を進める。

養護学級のマイクロバスの効率化 学校教育部
養護学級の送迎用自動車運転業務の委託 実施

化を進める。

大口径量水器取替え業務の効率化 水道局
深夜、早朝、休日等に取替え依頼の多い 実施

大口径量水器取替え業務を委託する。

公共施設整備等の民間活用の検討 企画財政部
公共・公益施設整備について、公団・公 調査 まち政策部

社やＰＦＩ方式の活用等の調査、研究を進 研究 → → → →
める。

西老人福祉センター管理運営業務の効率化 保健福祉部
西老人福祉センターは、保健福祉部門と 実施

同じ施設内のため、業務の一元化により効
率的な運営を図る。

市民会館管理運営業務の効率化 市民生活部
市民会館の有効活用を図るとともに、施 実施 →

設管理業務を委託する。

水道料金徴収業務等の効率化 水道局
転入・転出に伴う水道使用届出受付や水 実施

道料金等徴収業務を委託する。

住基入力業務の効率化 市民生活部
プライバシーの保護に十分配慮するもと 実施

で、住民基本台帳の入力業務を委託する。

アウトソーシングの指針の策定 企画財政部
アウトソーシングの積極的な推進を図る 実施

ため、統一的な基準を策定する。
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③ 施策の重点化・効率化

実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

事務事業評価システムの導入 企画財政部
施策の展開にあたって、常にその対象、

効率性、効果、成果等について評価を加え 実施 → → → →
ながら見直しする仕組みを確立するため、
「事務事業評価システム」を導入する。

公共事業の見直し 企画財政部
現在、計画している公共事業について、

費用対効果などを考慮するとともに、その 実施
必要性について再検討し、その優先順位を
明らかにしながら見直しを行う。

④ 補助金等の見直し

補助金等の見直し 企画財政部
各種団体にかかわる範囲を踏まえ、引き （全部局）

続き団体補助金の見直しを進めるとともに 実施 → → →
、市が加入する各種協議会、連絡会議等に
対する負担金支出の見直しを行う。

⑤ 行政の情報化とＯＡ化の推進

住民基本台帳ネットワークシステム 市民生活部
住民基本台帳法の改正により、市町村の 実施

区域を越えた事務処理等の体制整備のため
、システムを導入する。

教育委員会トータルシステム 学校教育部
入学、入園、転校、就学援助等の業務や 実施

学校と教育委員会の物品等の流れ等のシス
テム化を図る。

市議会会議録検索システム 議会事務局
会議録のデータベース化を図り会議録検 実施

索システムを導入する。

財務会計システム 企画財政部
庶務事務の効率化、ＯＡ化の観点から各 実施 → 総務部

部の庶務機能のあり方も含めた中でシステ
ム化を図る。

土地・家屋台帳管理システム 企画財政部
現在パンチカード等で保存している土地 実施

・家屋台帳をＯＡ化し、事務処理の効率化
を進める。
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実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

ごみ収集ルート（地図）システム 環境部
ごみの多種分別収集に対応するため、収 実施

集ルート（地図）のシステムを導入する。

高校生奨学金貸付管理システム 学校教育部
今後、事務量の増大が見込まれる貸付金 実施

返還業務について、貸付管理システムを導
入する。

市例規集システム 総務部
加徐式の例規集を廃止し、データベース 実施

化する。

ＤＴＰシステム 企画財政部
広報編集業務の効率化のためＤＴＰシス 実施

テムを導入する。

ＣＡＤシステム まち政策部
設計図書の作成、保存の効率化のためＣ 実施

ＡＤシステムを導入する。

⑥ 施設の効率的運営の確保

学校余裕教室の活用 企画財政部
児童・生徒数の減少に伴い生じた小・中 実施 → → → 管理部

学校の余裕教室の、地域等への開放を含ん 学校教育部
だ有効活用を図る。 社会教育部

その他の財産の活用 企画財政部
既存の施設についても、当初の設置目的 総務部

を阻害しない範囲で、他の用途への有効活 実施 → → → → （全部局）
用を検討する。また、公用廃止した施設や
施設の跡地等の普通財産については、活用
のあり方や売却等について検討を進める。

公共施設の柔軟な利用のあり方 公共施設所管部
市民サービス向上のため、市民ニーズや 実施 → →

費用対効果等を勘案しながら、公共施設の
開館日や開館時間の柔軟な運用に努める。
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広域行政の推進・活用

実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

子育て情報ネットワーク 保健福祉部
府内の子育てに関する情報の提供と、保

育・幼児教育に携わる人々の情報・交換の 実施
場となる「子育て・保育情報ネットワーク
」を府と府内市町村とで構築する。

図書館の広域利用 社会教育部
自治体の枠を超え利用できるように、北 実施

河内各市の住民を対象に、北河内図書館の
広域利用の推進に努める。

北河内二次救急医療体制 保健福祉部
北河内地域に休日を含む２４時間体制に 実施

よる、二次救急医療体制の整備を促進する

北河内５市での予防接種受診体制 保健福祉部
予防接種を北河内５市の委託医療機関で 実施

、受診できる体制づくりを行う。

外郭団体のあり方

運営の主体性の強化 総務部
自主事業の拡充に向けた取組を進めなが 保健福祉部

ら、自立性の向上や効率化に努めるととも 実施 → → → → まち政策部
に、主体的な運営体制への移行を図るため
、市からの派遣職員のあり方を見直す。

団体職員の資質の向上 総務部
団体職員の資質の向上を図るため、市が 実施 → → → → 保健福祉部

行う研修への参加や、市への派遣研修など
研修の充実に努める。

２．財政運営の健全性の確保

財政運営の計画化

経常収支比率の改善 企画財政部
歳入の確保のための施策の展開や、歳出 推進 → → → →

の徹底した抑制を図り、経常収支比率の改
善に努める。

公債費負担比率の抑制 企画財政部
公債費の増加が、経常収支比率上昇の一

因となっていることから、「公債費負担比 推進 → → → →
率 １５％以内」を目標とし、今後の地方
債の発行を元金償還額以内の抑制に努める
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実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

財政計画の策定 企画財政部
計画的な行財政運営の推進を図るため、 実施

５年間の中期的な財政収支計画を策定する

貸借対照表の作成 企画財政部
財政状況を分かりやすくし、その透明性 実施 →

を高めるため、貸借対照表（バランスシー
ト）を作成する。

経常経費の抑制

物件費の抑制 企画財政部
職員のコスト意識の徹底や、事務処理の （全部局）

改善や工夫により予算編成を通じて、消耗 推進 → → → →
品費、光熱水費、印刷製本費等の物件費の
抑制に努める。

自主財源の確保

市税等収納率向上対策 企画財政部
徴収推進本部の設置による特別徴収体制

の強化や、口座振替の一層の促進、債権・ 推進 → → → →
不動産等の滞納処分の迅速化により、収納
率の向上に努める。

基金の見直し
当初の設置目的を達成した基金及び活用

度の低い基金については廃止する。

水洗便所普及促進基金 実施 まち建設部

同和更生資金貸付基金 実施 人・ふれあい部

受益者負担の適正化 全部局
市独自で決定している受益者負担等につ

いては、徴収の基準とする負担率を下回っ
ているものや、近隣都市と比して低いもの 随時個別に検討を行い適宜実施
、又長期間据え置いているものを重点に、
料金改定のルールについての制度化もあわ
せて見直しを検討する。

ごみ処理手数料 実施 環境部

放置自転車等撤去保管費用 実施 まち建設部

幼稚園保育料 実施 学校教育部
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実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

保育所、身体障害者・知的障害者施設通 保健福祉部
所入所負担金

国において、徴収基準額の区分及び契 実施
約への移行等の制度改正が予定されてい
るところであり、改正にあわせて見直す
。

市民健康診査 保健福祉部
基本健康診査を除く各種検診事業につ 実施

いて、自己負担金を導入する。

税源の涵養 企画財政部
財政基盤の強化のため、都市基盤施設の 推進 → → → →

整備や産業振興策等、長期的な視点にたっ
た税源の涵養策を進める。

公共工事のコスト縮減

公共工事のコスト縮減 企画財政部
限られた財源を有効に活用するために、 総務部、まち政策

国の「公共工事コスト縮減計画に関する行 実施 部、まち建設部、
動指針」を参考に、公共工事のコスト削減 水道局、学校教育
に向けた全庁的な行動指針づくりを行う。 部

特別会計の健全化

国民健康保険特別会計

収納率の向上 市民生活部
保険料と給付について啓発を実施し、 推進 → → → →

より一層の口座振替の促進と早期滞納整
理により、収納率の向上に努める。

医療費の適正化 市民生活部
医療費通知等による啓発を引き続き実 実施 → → → →

施し、医療費の適正化に努める。

公共下水道事業特別会計

下水道使用料 まち建設部
独立採算の原則を踏まえ、効率的な事

業運営に努めるとともに、経費に見合っ 実施
た収入の確保に向け、下水道使用料のあ
り方を見直す。
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実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

公営企業会計導入の検討 まち建設部
下水道普及率の状況を見極めながら、 調査

経営状況や財政状況を明確化する観点か 研究 →
ら、公営企業会計の導入について調査、
研究を行う。

駅前市街地再開発事業特別会計 まち政策部
管理会社との保留床処分業務の終了に併 実施

せて、特別会計を廃止する。

水道事業会計 水道局
事務事業の効率的な運営に努めるととも 実施 →

に、水道事業財政の健全化計画を策定し、
水道料金のあり方を見直す。

土地開発公社 企画財政部
保有残高の増加を来すことのないよう、 実施 → → → → 総務部

一般会計等で「引き取り計画」を策定し、
保有物件の計画的引き取りに努める。

国・府等への要望

地方税制度・地方交付税制度 企画財政部
行財政需要が多種・多様化していくもと

で、自主的に各種施策を推進するための財 実施 → → → →
源確保に向け、引き続き地方税制度や地方
交付税制度等の改善を要望する。

地方分権に伴う財源確保 企画財政部
地方分権を、より確かなものとするため 実施 → → → →

に、引き続き権限に見合う財源確保を要望
する。
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Ⅱ．市民参加の推進と行政の公正・透明性の向上

１．市民参加型市政の推進

市民参加の推進

実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

審議会等の委員選任基準 総務部
執行機関の附属機関として条例等により

設置されている審議会等の委員の選任基準 実施
（女性委員の選任、兼職の制限等）を策定
する。

委員の市民公募 総務部
審議会等への市民の参加を進めるため、 実施 → → → → (審議会等所管部)

市民からの一般公募を推進する。

市民参加推進の指針の策定 企画財政部
今後のまちづくりにあたっては、市民と 人・ふれあい部

の協力や連携が重要であることから、計画 実施
段階からの市民参加を推進するために指針
づくりを行う。

市政懇談会の充実 企画財政部
「市民と市長が語る元気トーク」に、よ 実施

り多くの市民が参加し、意見が反映できる
よう充実を図る。

情報提供の推進

インターネットによる情報の提供 企画財政部
各種市政情報の提供を促進するとともに 実施 → → → →

、入手機会の確保のため、「オーパスシス
テム」街頭端末機を増設する。

２４時間行政情報提供システム 企画財政部
病気や災害時の緊急対応、福祉サービス 実施

、施設の利用案内やイベント情報等の行政
情報サービスを実施する。

「出前講座」の実施 企画財政部
市政に対する理解を深めていただくため 実施 社会教育部

、市の事務事業の取組を説明する「出前講
座」を実施する。

新寝屋川市情報化ビジョン 企画財政部
行政の情報化も視野に入れ、情報通信技 実施

術を活用して、ネットワーク社会に則した
地域の総合的な情報化指針を策定する。

１５



２．信頼される行政運営の推進

公正・透明性の向上

情報公開の充実 総務部
情報公開制度の適正な運営に努めるとと 実施

もに、情報公開を一層推進するために、情
報公開条例の見直しを行う。

審議会等の会議の公開 総務部
審議会等について、会議の公開及び開催 実施

に関する情報提供等の指針づくりを行う。

入札手続きの改善 総務部
予定価格の事前公表や一般競争入札の公 実施

開等を導入し、一層の競争性・透明性の確 継続して検討
保に努める。

事務事業概要の発行 全部局
各部局の施策について、その内容、成果 実施 → → → →

等を説明する事務事業概要（行政白書）を
発行する。

監査の充実の検討 企画財政部
より適切な事務執行の観点から、定期的 調査 総務部

な行政監査を実施する体制づくりに努める 研究 → → → →
とともに、市政に対する一層の信頼を確保
するため、外部監査の導入について調査、
研究を進める。

オンブズパーソンの導入 保健福祉部
介護サービスの適正かつ公平な提供と利

用者の権利利益擁護の観点から、苦情解決 実施
を推進するため、オンブズパーソン制度を
導入する。

市民サービスの向上

窓口サービスの改善 企画財政部
案内板の統一、カウンターの配置等や税 総務部

関係証明業務の一元化等、窓口業務の環境 実施 → → → 市民生活部
改善に努めるとともに、市民接遇マニュア
ル等を作成する。

住民票自動交付機の導入の検討 市民生活部
平成１４年度に予定している住民基本台 調査

帳ネットワークの稼働後の導入に向け、引 研究 → → →
き続き調査、研究する。

インターネットによる申請書等の提供 企画財政部
住民票・戸籍等の窓口業務の申請書、納 実施 → → → →

税等の税務証明請求書等のインターネット
による提供を推進する。
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実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

市民センターの業務の充実 市民生活部
住民票等の予約受付を検討するとともに 実施 → → →

地域に直結した窓口として相談業務の充実
や処理業務の拡大を図る。

行政サービスコーナーの設置 市民生活部
証明書の発行などの窓口業務や行政情報 実施 →

の提供など市民ニーズを踏まえた公共サー
ビスの提供を行う施設を設置する。

シャトルバス運行業務の改善 総務部
本庁と総合センター間のシャトルバスの 実施

運行を市民ニーズを踏まえ時間と回数を見
直しを行う。

地域巡回バスの延伸 保健福祉部
保健福祉センターと市の東部・南部を結 実施

ぶ巡回バスの運行区域を延伸する。

市広報等の文字の大型化 企画財政部
「広報ねやがわ」、「ねやがわの水道」 実施 議会事務局

などの広報紙を読みやすくするため文字を 水道局
大型化する。

市民会館の施設予約システムの導入 市民生活部
ホームページを開設し、インターネット 実施

で空き室状況を検索し、予約できるシステ
ムを導入する。

３．市民と行政との協働の推進

ボランティア活動の推進

ボランティア活動支援の指針の策定 人・ふれあい部
ボランティア活動の自立性を損なうこと 実施

なく、側面から支援する「ボランティア活
動支援の指針」を策定する。

ボランティア情報ネットワーク化の拡充 人・ふれあい部
ボランティア活動情報提供の充実や団体 実施 → → →

のネットワークづくりの支援など、ボラン
ティア活動環境の整備に努める。

公園等の地域自主管理 まち建設部
自治会、老人会やボランティア団体等の

協力を得て、地域の住民の方々に身近な公 実施 → → →
園・広場の維持管理を委ねるシステムづく
りを進める。
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実 施 計 画 （年 度）
見直し項目名・実施概要 備 考

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17
以降

市民活動センターの設置 人・ふれあい部
ＮＰＯ等市民活動を支援するため、活動 実施

の拠点となる施設を整備する。

コミュニティ活動の推進

コミュニティ活動支援の指針の策定 企画財政部
誰もが参加でき、きめ細やかな活動がで 実施 人・ふれあい部

きるよう「コミュニティ活動支援の指針」
を策定する。
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